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「児童虐待への対応など要保護児童および要支援家庭に対する支援のあ

り方に関する当面の見直しの方向性について」の取りまとめについて

（児童部会報告書）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

【検討の経緯】

○ 児童虐待問題が依然として深刻な早急に取り組むべき社会全体の課題であると

の認識の下、児童虐待防止法がその附則において「法律の施行後３年を目途とし

た見直しの検討」を求めていることをひとつの契機として、今後の「児童虐待防

止」に向けた対応のあり方を検討するため、昨年１２月に児童部会の下に「児童

虐待の防止等に関する専門委員会」を設置し、本年６月１８日に報告書を取りま

とめ。

○ 同報告書における議論を踏まえ、児童虐待への対応という観点のみならず、広

く要保護児童および要支援家庭に対する支援も含めた観点からそのあり方につい

てさらに議論を深めるため、

・ 「児童福祉施設の体系や里親のあり方」については、本年５月に児童部会の

下に「社会的養護のあり方に関する専門委員会」を設置し、本年１０月２７日

に報告書を取りまとめるとともに、

・ 「児童相談所のあり方や市町村の役割」についても、本年５月以降、児童部

会（本体）において、検討を重ねてきた。

○ 今般、これらの２つの専門委員会および児童部会における議論を踏まえ 「児、

童虐待への対応など要保護児童および要支援家庭に対する相談支援体制のあり方

に関する当面の見直しの方向性」について、報告書を取りまとめたものである。

（参考）

○ 児童虐待の防止等に関する専門委員会

（１４年１２月～１５年６月 検討チ－ムにおける議論を含め計１４回）

○ 社会的養護のあり方に関する専門委員会（１５年５月～１０月 計８回）

○ 児童部会における議論 （１５年５月～１１月 計６回）
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【報告書の主なポイント】

１ 今後の児童虐待防止対策のあり方について

（１）基本的考え方

○ 「子どもの最善の利益」への配慮を基本理念とし、以下の視点を基本に据え

て施策を展開することが必要。

①発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目ない支援

②待ちの支援から要支援家庭への積極的なアプロ－チによる支援へ

③家族再統合や家族の養育機能の再生・強化を目指した子どものみなら

ず親を含めた家庭への支援

④虐待防止ネットワ－クの形成など市町村における取り組みの強化

（２）具体的な取り組みの方向性

発生予防における取り組み○

できる限り、虐待の発生を未然に防止することが極めて重要。保健師等に

よる専門的な支援については これまでの 支援を望む人に幅広く から 支、 「 」 「

援を必要とする人によりきめ細かく」という考え方に転換し、支援の重点化

を図っていくことが必要。

早期発見・早期対応における取り組み○

虐待対応の中心的機関である児童相談所の現行の体制には限界との認識の

下、業務の市町村との役割分担、より幅広い専門職種との連携強化、市町村に

おける虐待防止ネットワ－クの設置の一層の推進を図ることが必要。

また、家庭裁判所の承認に基づく保護者の意に反する施設入所等の措置を期

限付きのものとすることや当該措置にかかる子どもの安全確保のための審判前

の保全処分の仕組み、児童相談所の指導に従わない保護者に対する指導の実効

性を高めるための司法関与など一定の司法関与の仕組みの導入の検討が必要。

保護・自立支援における取り組み○

虐待を受けた子どものみならず、虐待を行った親など「家族」への支援と

いう視点に立ち、保護者に対する治療・指導プログラムの充実・普及、家族

再統合に向けたプログラム開発の研究を進め、家族再統合・家族の養育機能

の再生・強化を図ることが必要。

また、親子の分離（保護）を行った場合であっても、可能な限り家庭的な

生活環境を保障し、子どもの個々の状況に応じてきめ細やかなケアを行える

よう、里親制度の充実や施設におけるケア形態の小規模化、児童自立生活援

助事業（自立援助ホ－ム）の充実など自立を促していくための支援を充実し

ていくことが必要。
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２ 今後の要保護児童および要支援家庭に対する「都道府県・市町村の
役割、児童相談所のあり方」等について

（１）今後の児童相談所、市町村が果たすべき役割、あり方

○ 子どもと家庭に関する相談については、基本的にできる限り身近な市町村を

主体としつつ、都道府県（児童相談所、保健所等）との適切な役割分担を図る

ことが必要。

具体的には、子どもと家庭に関する各種の相談全般を一義的に市町村におい

て受け止め、必要な助言・指導を行い、要保護性の高い事例などについては、

児童相談所中心の対応とするなどの役割分担を行い、児童相談所の役割を重点

化していくことが必要。

○ こうした役割分担の下、児童相談所においては、介入機能を強化することが

必要。介入機能の強化に当たっては、従来の受容的な関わりを基本としたソ－

シャルワ－クのみならず、介入的ソ－シャルワ－クの技法を開発、確立してい

くことが必要。

（２）児童相談所および関係機関に関する個別の論点についての方向性

○ 中核市による児童相談所の設置

現在、都道府県及び指定都市が設置主体となっている児童相談所について、

中核市においても設置が図られるようにすることが適当。ただし、その設置に

ついては、地域の実情に応じ、段階的に進めていくことが適当。

○ 障害相談、障害判定、障害児施設入所措置

障害児に関する判定業務や入所措置権限などの行政権限の市町村への委譲に

ついては、専門性の確保や効率性などの観点、支援費制度の施行状況等を踏ま

え、検討することが必要。

○ 児童相談所職員の配置の充実、専門性の確保・向上

児童相談所の職員の充実については、引き続き、児童福祉司や心理判定員な

ど必要な職員体制の確保に努めることが必要。

職員の専門性の確保・向上については、それぞれの地方自治体において、人

材登用に関する様々な工夫、配慮などが求められるとともに、実践的な研修の

充実、ス－パ－バイザ－体制の充実を図ることが必要。

○ 児童福祉司の必置規制、任用資格のあり方

児童福祉司の必置規制の緩和については慎重な検討が必要。任用資格につい

ては、例えば、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員、教員等幅広い

人材が登用できるようにするような検討が必要。
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○ 心理判定員の業務および名称の見直し

児童相談所の心理判定員の業務については、虐待を受けた子どもや虐待を行

った親に対する心理療法の実施等の機能を強化するとともに、名称についても

見直しを検討することが適当。

○ 一時保護所のあり方、混合処遇緩和のためのシェルタ－機能の分散

一時保護所（機能）のあり方について、他の児童福祉施設等との機能分担を

含めた検討、児童福祉施設の一時保護機能の強化や里親への一時保護委託の積

極活用なども進めていくことが必要。

、 、 、さらに 例えば 虐待を受けた児童と非行児との混合処遇の緩和の観点から

地域の実情に応じ、児童自立支援施設の一部を活用することなど、柔軟に一時

保護制度を運用できる仕組みを検討することが適当。

３ 今後の要保護児童および要支援家庭に対する社会的養護のあり方に

ついて

（１）基本的考え方

○ 社会的養護の役割は、子どもの権利擁護を基本とし、子どもの安全・安心な

生活を確保するにとどまらず、必要な心身のケアや治療を行い、その子どもの

社会的自立までを支援することにある。

○ 家族の再統合や家族や地域の養育機能の再生・強化といった親も含めた家族

や地域に対する支援も、社会的養護本来の役割として取り組むことが必要。

（２）家庭的養護、施設養護、年長の子どもや青年に対する自立支援などの

あり方についての方向性

○ 家庭的養護（里親・里親によるグル－プホ－ム等）のあり方

里親制度の一層の啓発に努めるとともに、乳幼児期から自立期に至るまで里

親を活用できるよう、里親によるグル－プホ－ムなど工夫を図ることが必要。

また、里親の心身両面での負担軽減に向けた支援の強化、研修体制の充実、

親権の一部代行など里親の責任等を明確化等も必要。

○ 施設養護のあり方（施設サ－ビス体系のあり方等）

中長期的なあり方としては、大規模な集団生活ではなく、より家庭的な生活

の中での個別的なケアの提供を基本とした上で、各施設の本体施設を基幹施設

と位置付け、高度な支援が必要な子どもへの対応が可能な専門職員を配置する

方向を目指すべき。
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児童福祉施設については、こうした将来的な方向を見据え、ケア形態の小規

模化を進めていくと同時に、専門的支援機能や在宅支援機能、一時保護機能な

ど地域の拠点としての諸機能を充実・強化していくとともに、それに必要な職

員の確保についても十分検討すべき。

、 、また 乳児院及び児童養護施設で受け入れる子どもの年齢要件の見直しなど

可能な限り子どもに対するケアの連続性等に配慮することが必要。

○ 家族関係調整及び地域支援

児童福祉施設においては、施設に入所した子どもの家庭復帰や家族再統合に

向けて、子どもへの支援のみならず、家族への支援や親権者との関係調整を適

切に実施していくとともに、施設を退所し、地域で生活する子どもに対するア

フタ－ケア（施設退所後のケア）を充実させていくことが重要。

さらに、児童福祉施設は、養育に関する専門知識、経験を生かし、地域の子

どもやその家族（里親を含む）に対して、必要な支援を行うことも必要。

○ 年長の子どもや青年に対する自立支援

児童福祉施設を退所した子どもなどの自立を促していくためには、生活拠点

の確保と就労支援が重要であり、施設退所後等の当分の間や求職期間中の生活

を支えることが可能な実効ある制度的対応を検討すべき。

また、児童自立生活援助事業（自立援助ホ－ム）の設置促進や機能の強化を

図るべき。

里親、児童福祉施設や自立援助ホ－ムについては、18歳、20歳といった施

設等の対象年齢から外れた者も必要に応じて支援を継続していくべき。

○ 社会的養護の質の向上

社会的養護における虐待の防止の徹底など、子どもの権利擁護のための取り

組みの強化、関係機関における子どもや家族の十分な実態把握・評価（アセス

メント 、社会的養護関係者の養成・研修の充実などが必要。）

４ 今後に向けて

○ 提言の実現に向け、児童福祉法などの関連する法律の改正を含め、これらの

課題に着実に取り組まれることを期待。

また、こうした取り組みを第一歩として、適時適切な制度のあり方の検討が

継続的に行われ、必要な措置が講じられていくことが必要。

○ さらに、今後、地域の子育て支援サ－ビス、保育サ－ビスと社会的養護シス

テムを含めた子どもと家庭に関するサ－ビス全体を通したサ－ビス提供主体の

あり方や措置制度のあり方など幅広い観点からの議論が行われることを期待。
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児童虐待への対応など要保護児童および要支援家庭に対する
支援のあり方に関する当面の見直しの方向性について

１ はじめに

児童虐待への対応については、「児童虐待の防止等に関する法律」（施行：平成

１２年１１月２０日。以下「児童虐待防止法」という ）の施行以来、様々な取り。

組みが進められてきた。しかし、全国の児童相談所に寄せられる虐待の相談処理件

数は、ここ数年の間に急増し続け、その増加傾向に一定の落ち着きの兆しは見られ

るものの、平成１４年度においては、児童虐待防止法が施行される直前の平成１１

年度の約２倍となる約２万４千件となっており、質的にも困難な事例が増加してき

ている。

また、児童養護施設に入所する子どももここ数年急増し、都市部を中心に極めて

高い入所率となっており、虐待を受けた子どもの入所も増加している。虐待を受け

た子どもの多くは、心身に傷を負い、情緒面・行動面の問題を抱え、きめ細かなケ

アや治療を必要としている。

当児童部会においては、こうした状況を踏まえ、児童虐待問題が依然として深刻

な早急に取り組むべき社会全体の課題であるとの認識の下、児童虐待防止法が法律

の附則において「法律の施行後３年を目途とした見直しの検討」を求めていること

、 、 「 」をひとつの契機として 同法の施行状況等を勘案しながら 今後の 児童虐待防止

に向けた対応のあり方を検討するため、昨年１２月に当部会の下に「児童虐待の防

止等に関する専門委員会 （以下「虐待防止委員会」という ）を設置し、本年６月」 。

１８日に報告書を取りまとめた。

、「 」、虐待防止委員会における議論においては 児童相談所のあり方や市町村の役割

「児童福祉施設の体系や里親のあり方」などについて、児童虐待への対応という観

点のみならず、広く要保護児童および要支援家庭に対する支援も含めた観点から、

さらに検討を深めることが必要であるとの結論に至った。

そのため 児童相談所のあり方や市町村の役割 については当部会において 児、「 」 、「

童福祉施設の体系や里親のあり方」については、当部会の下に「社会的養護のあり

方に関する専門委員会 （以下「社会的養護委員会」という ）を設置し、それぞれ」 。

議論を深め、社会的養護委員会については、本年１０月２７日に報告書を取りまと

めた。

これら２つの委員会報告書および当部会における議論を踏まえ 「児童虐待への、

対応など要保護児童および要支援家庭に対する支援のあり方に関する当面の見直し

の方向性」の全体像について、部会として以下のように取りまとめた。
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２ 今後の児童虐待防止対策のあり方について

（１）基本的考え方

虐待は子どもに対する重大な権利侵害であり、その防止に向けては社会全体で取

り組むべき課題である、との認識に立つ必要がある。そして、その取り組みを推進

するに当たっては、常に「子どもの最善の利益」への配慮を基本理念とし、以下の

視点を基本に据えて施策を展開することが必要である。

①発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目ない支援

児童虐待防止対策の目標は、虐待という重大な権利侵害から子どもを守り、子

どもが心身ともに健全に成長し、ひいては社会的自立に至るまでを支援すること

にある。

早期発見・対応のみならず、発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至るま

での各段階において、こうした「子どもの権利擁護」という理念に立脚した多様

な関係機関による切れ目のない支援体制が必要である。

②待ちの支援から要支援家庭への積極的なアプロ－チによる支援へ

児童虐待の特性（家庭（地域）内で発生、虐待と認めない親が多いなど）にか

んがみ、その解決に向け、親の権利や個人のプライバシ－には最大限配慮しつつ

も、幅広い関係機関が、積極的に親・子にアプロ－チする形での新たな支援のあ

り方が必要である。

③家族再統合や家族の養育機能の再生・強化を目指した子どものみならず

親を含めた家庭への支援

家庭的な暖かい養育環境での生活が子どもの健全育成には望ましいとの基本認

識のもと、家族再統合や家族の養育機能の再生・強化を目指す方向で、子どもに

対する支援はもとより親（含む里親）も含めた家族への支援という視点が必要で

ある。

また、それが困難な場合であっても、できる限りそれに準じた生活環境を確保

することが必要である。

④虐待防止ネットワ－クの形成など市町村における取り組みの強化

児童虐待問題の解決に当たっては、地域、特に市町村における取り組みを強化

することが必要である。

なお、その際には、都道府県（児童相談所、保健所等）との協力関係の確保に

特段の配慮が必要である。
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（２）発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至る具体的な取り組みの方

向性

①発生予防における取り組み

虐待は、その後の子どもの発育障害や発達遅滞、情緒面や行動面の問題、さ

らには虐待の世代間連鎖などを引き起こすこともあると言われており、子ども

の一生涯、さらには世代を超えて大きな影を落とすものである。また、いった

ん特段に援助が必要な状態にまで至ってしまうと、その改善は容易ではなく、

相当手厚い支援を必要とすることになる。

こうしたことを考えれば、保健事業の充実や子育て支援対策の充実など保健

や医療、福祉等の連携による取り組み、さらにはＮＰＯ等民間団体等との協力

、 、 。を通じて できる限り 虐待の発生を未然に防止することが極めて重要である

このため、一般的な子育て支援の充実により、幅広く支援を望む人に対応し

ていくとともに、保健師等による専門的な支援については、より効果的に虐待

を未然に防止していく観点から これまでの 支援を望む人に幅広く から 支、 「 」 「

援を必要とする人によりきめ細かく」という考え方に転換し、支援の重点化を

図っていくことが必要である。

具体的には、妊娠中から出産後間もない時期を中心に、母子保健事業や日常

診療等の強化を図り、自ら訴え出ないが、実際には過重な育児負担のある養育

者に積極的にアプロ－チを図ることが必要である。そのためには、支援を必要

とする虐待リスクのある家庭（育児困難家庭）を的確に把握するとともに、支

援の方向性を判断するための評価（アセスメント）指標を確立することが必要

である。

また、虐待を許さない社会づくりの基本として、子どもの人権尊重に対する

理念の明確化や虐待を予防するための取り組みの必要性について、広く国民に

周知することが必要である。

②早期発見・早期対応における取り組み

虐待の早期発見・早期対応をさらに進めていくためには、その中心的機関で

ある児童相談所の現行の体制には限界がある。

このため、児童相談所が担ってきた業務についての市町村との役割分担や、よ

り幅広い専門職種との連携強化、民間団体も含めた幅広い関係者からなる市町村に

おける虐待防止ネットワ－クの設置の一層の推進を図ることが必要である。

さらに、児童相談所の虐待ケ－スへの対応力の強化を図るため、当面、家庭裁

判所の承認に基づく保護者の意に反する施設入所等の措置を期限付きのものとす

ることや当該措置にかかる子どもの安全確保のための審判前の保全処分の仕組

み、児童相談所の指導に従わない保護者に対する指導の実効性を高めるための司

法関与など一定の司法関与の仕組みの導入を検討することが必要である。
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また、１８歳以上の未成年者の親の親権喪失について、児童相談所長による申

立を認めることが適当である。

③保護・自立支援における取り組み

児童虐待防止対策の目標は、虐待を受けた子どもが安全で安心できる生活を

保障するにとどまらず、適切なケアや治療を提供することによって、子どもの

心身の健全な発達と自立を促し、さらには親への適切な指導・支援を通じた家

族再統合や家族の養育機能の再生・強化にある。

そのためには、分離保護の場合も在宅支援の場合も、虐待を受けた子どもの

みならず、虐待を行った親に対する治療や指導の充実など「家族」への支援と

いう視点に立ち、十分な実態把握・評価（アセスメント）を行い、家族再統合

や家族の養育機能の再生・強化に向け、すでにいくつかの機関によって実施さ

れている保護者に対する治療・指導プログラムを充実、発展させ、普及を進め

るとともに、家族再統合に向けたプログラム開発についても研究を進めること

が必要である。

また、親子の分離（保護）を行った場合であっても、可能な限り家庭的な生

活環境を保障するとともに、子どもの個々の状況に応じてきめ細やかなケアを

行えるよう、里親制度の充実や施設におけるケア形態の小規模化を進めるとと

もに、必要に応じ、適切な治療や、児童自立生活援助事業（自立援助ホ－ム）

の充実など自立を促していくための支援を充実していくことが必要である。

また、子どもの自立や家族再統合・家族の養育機能の再生・強化に向け、地

域において、虐待を受けた子どもと家族の自立に向けた長期的な支援を行うと

いう観点からは、見守り役としての市町村の役割が重要である。このため、関

係職員の資質の向上や多くの関係機関からなる市町村ネットワ－クの強化が必

要である。

３ 今後の要保護児童および要支援家庭に対する「都道府県・市町村の

役割、児童相談所のあり方」等について

（１）基本的考え方

これまでの児童福祉の取り組みは、大別すれば、児童相談所や児童養護施設など

を中心に取り組まれてきた養育困難家庭や虐待を受けた子どもの保護・自立支援な

どのいわゆる「要保護児童対策 、市町村を実施主体として取り組まれてきた仕事」

と子育ての両立を支援する「保育対策」を中心に取り組まれてきた。

しかし、近年、核家族化や地域近隣関係の希薄化などを背景に、家庭における親

、 、の育児負担感や育児不安の増大などが生じており 次世代育成支援という観点から

すべての子育て家庭を対象とした子育て支援の取り組みが求められるようになって

きている。
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、 「 」こうした状況を踏まえ 本年７月に成立した 児童福祉法の一部を改正する法律

においては、すべての子育て家庭における子どもの養育を支援するため、市町村に

おける子育て支援事業の実施などが位置付けられたところである。

、「 」 、 、他方 要保護児童対策 の中核を担ってきた児童相談所においては 養護相談

保健相談、障害相談、非行相談、育成相談など子どもと家庭に関するあらゆる相談

に応じるとともに、必要に応じ、判定に基づく専門指導、措置、一時保護などを行

ってきたが、近年、児童虐待相談件数や緊急事例の急増等、質的にも量的にも極め

て厳しい状況に置かれ、十分な対応が困難となっている。また一方においては、育

児不安等を背景に、身近な子育て相談ニ－ズも増大してきており、現行制度上、児

童相談所が担うこととされている幅広い相談業務のすべてに対応しきれない状況と

なっている。

これからの「要保護児童および要支援家庭に対する都道府県・市町村の役割、児

童相談所のあり方等」の見直しに当たっては、関係機関のこうした現状を踏まえつ

つ、利用者（住民）の視点に立って、検討することが必要である。

利用者の視点に立った場合 「地域住民に対する保健及び福祉のサ－ビスについ、

ては、身近な市町村においてできる限り提供されることが望ましい」との基本的な

考え方の下、平成２年の福祉８法改正、平成６年の地域保健法の制定、平成１２年

の社会福祉基礎構造改革と、これまでも保健福祉サ－ビスの提供について、都道府

県から市町村への権限の移譲、市町村の役割強化が行われてきたが、児童福祉の分

野については、これまで保育所行政などの一部の分野を除き、児童相談所を設置す

る都道府県が主たる担い手となってきた。

しかしながら、こうした保健福祉行政の一連の流れの中で、児童福祉の分野につ

いても、児童虐待への対応に係る行政権限の発動等の役割など一定の特殊性はある

ものの、基本的には「できる限り身近な市町村におけるサ－ビス提供が望ましい」

ことについては例外ではない。先にも述べたように、今般成立した「児童福祉法の

一部を改正する法律」においても、市町村が保育サ－ビスのみならず、広く子育て

支援サ－ビスの提供主体として位置付けられたところである。

その一方で、児童相談の内容が質・量ともに大きく変化し、身近な子育て相談か

ら深刻な虐待相談などに至るまで相当幅が広くなってきている中で、すべての児童

相談を児童相談所のみが受け止めることは必ずしも効率的ではなく、市町村をはじ

め多様な機関によるきめ細やかな対応が求められるようになってきている。

こうしたことを踏まえれば、今後の児童相談のあり方としては、できる限り身近

な市町村を主体としつつ 行政権限の発動等の役割や専門性を踏まえた都道府県 児、 （

童相談所、保健所等）との適切な役割分担を考えることが必要である。

なお、その際には、市町村と都道府県とのより一層の連携の強化、都道府県、と

りわけ児童相談所の専門性の確保・向上等その機能を強化し、市町村の取り組みを

支援する体制の強化を図ることが必要である。
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（２）今後の児童相談所、市町村が果たすべき役割、あり方

上記３（１）の基本的考え方で指摘したとおり、子どもと家庭に関する相談につ

、 、 （ 、いては 基本的にできる限り身近な市町村を主体としつつ 都道府県 児童相談所

保健所等）との適切な役割分担を図ることが必要である。

具体的には、養護相談（虐待相談含む）や障害相談を含め、子どもと家庭に関す

る各種の相談全般を一義的に市町村において受け止め、対応可能なものについては

必要な助言・指導を行い、更なる専門的な指導や判定、一時保護や施設入所措置等

の権限の発動を要するような要保護性の高い事例など当該市町村における対応が困

難であると思われるケ－スについては、児童相談所に速やかに連絡し、児童相談所

中心の対応とするなどの役割分担を行い、児童相談所の役割を重点化していくこと

が必要である。

このように、市町村において一定の役割を担っていくに当たっては、市町村（市

町村保健センタ－含む）における取り組みについて、市町村が主体となって取り扱

う個別ケ－スの見立てや進行管理を含め、児童相談所や保健所による市町村に対す

る専門技術的な支援その他の適切な支援が求められる。こうした都道府県による専

門的な支援等を通じ、市町村においては専門性を高めていくことが必要である。

また、特に、市町村において、虐待の発生予防・早期発見からその後の見守りや

、 （ ） 、ケアに至る取り組みを進めるに当たっては 上記２ １ でも指摘しているように

関係機関からなる虐待防止ネットワ－クによる取り組みが有効であることから、引

き続き、その設置を促進することも必要である。その際、ネットワ－クが実質的に

機能するためには、その運営の中核となって、関係機関相互の連携や役割分担の調

整を行う機関を明確にするなどして責任体制の明確化を図ることが重要である。ま

た、ネットワ－クにおける情報の共有化が円滑に行えるよう、個人情報の取り扱い

に関するル－ルの明確化なども検討すべき課題である。

さらに、相談援助活動を進めていくに当たっては、市町村で実施している母子保

健の取り組みとの有機的連携や、ひとり親家庭に対する支援をはじめ様々な子育て

支援サ－ビスの活用など、総合的な支援の実施を念頭に置くことが極めて重要であ

る。

こうした役割分担の下、児童相談所においては、介入機能を強化することが必要

である。もとより、一時保護や施設入所措置などの行政権限の発動を伴うようなケ

－スにおいても、児童相談所における対応の基本はあくまで「相談」を入り口とす

る援助活動にあり、児童相談所が援助を基本とした機関としての性格を維持するこ

とについては変わるものではない。

こうした基本的性格を前提としつつ、児童相談所における介入機能を強化するに

当たっては、援助を行うためのソ－シャルワ－クの技法について、従来の受容的な

関わりを基本としたソ－シャルワ－クのみならず、介入的アプロ－チから出発した

中から一定の人間関係を形成し、その後の効果的な援助に結びつけられるような介
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入的ソ－シャルワ－クの技法を開発、確立していくことが必要である。

また、困難ケ－スに対応した児童相談所の機能強化を図るため、児童相談所の体

制強化はもとより、医療、保健、法律その他の幅広い専門機関や職種との連携強化

により、児童相談所を支援する体制の強化を図ることが必要である。

さらに、介入後の効果的な援助を行うため、上記２（２）②で指摘したような一

定の司法関与の仕組みの導入を検討することが必要である。

（３）児童相談所および関係機関に関する個別の論点についての方向性

①児童相談所の必置規制

地方分権推進改革会議において検討が求められている「児童相談所の必置規制

の緩和」については、児童相談所が有する強制権限発動の役割や必要とされる専

門性確保の観点などから、慎重に考えるべきである。

なお 婦人相談所や障害者更生相談所 保健所など他の相談機関等との統合 複、 、 （

合化）については、すでに地方分権推進法施行時の規制緩和措置により可能とな

っているが、児童相談所が有する機能に支障を来さないことを前提に、効率的か

つ効果的な相談支援体制の構築について、地域の実情に応じ、それぞれの自治体

において、柔軟な対応がなされることが期待される。

また、統合を前提としない場合においても、比較的軽易なケ－スは福祉事務所

において対応するなどの役割分担を行うことや、児童相談所が保健所にも協力を

求めることができるような仕組みとすることを検討するなど、同一都道府県で設

置する関係機関を、地域の実情に応じ積極的に活用することも必要である。

②中核市による児童相談所の設置

子どもと家庭に関する相談機能に関する市町村の役割を強化する中で、中核市

については、一定の人口規模と行政需要を有する自治体であることを踏まえ、利

用者の利便性の向上や迅速な対応、また、各種の子育て支援サ－ビスの実施主体

として、その他の子育て支援サ－ビス等を活用した総合的な対応が可能になるな

どの観点から、現在、都道府県及び指定都市が設置主体となっている児童相談所

について、中核市においても設置が図られるようにすることが適当である。

この場合、都道府県の児童相談所が有するすべての権限を移譲するか部分的な

移譲を考えるべきかについては、効果的な相談支援活動を行う観点からは、一時

保護や入所措置等の児童相談所の権限は一体であることが望ましいことから、権

限は一体のものとして移譲することが適当である。

その一方で、専門性の確保といった課題があることや、現に殆どの中核市にお

いて県の児童相談所が所在していることなどの状況を踏まえ、中核市における児

童相談所の設置については、地域の実情に応じ、段階的に進めていくことが適当

である。
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また、中核市において児童相談所を設置する場合には、一律に一時保護所を設

置することを義務付けることは必ずしも効率的ではないが、一時保護機能につい

ては、県の児童相談所や児童福祉施設などを委託先として確保しておくなどの対

応が必要不可欠である。さらに、設置のための十分な準備期間を設定するととも

に、職員の専門性を確保するため、当分の間は、都道府県（児童相談所等）によ

る専門職員派遣等の支援を行うことなどが必要である。

なお、中核市が児童相談所を設置することとなった場合、都道府県が設置する

児童相談所との関係をどのように整理するかも課題である。例えば、単に管轄区

域によるケ－ス分担にとどまらず、ケ－スの困難度に応じて、都道府県の児童相

談所が中核市の児童相談所における取り組みを支援したり、措置に関する広域的

な調整を図るなど柔軟に都道府県の児童相談所と中核市の児童相談所が連携して

対応していけるようなあり方が可能かどうかを検討することも必要である。

③障害相談、障害判定、障害児施設入所措置

障害児に関する判定業務や入所措置権限などの行政権限の市町村への移譲につ

いては、上記３（１）で示した基本的考え方を踏まえつつ、専門性の確保や効率

性などの観点、さらには支援費制度に移行した障害児に対する居宅生活支援に関

する制度の施行状況等を踏まえ、検討することが必要である。

、 、 、また 障害判定業務の知的障害者更生相談所への移譲についても 地域の実情

知的障害者更生相談所全体のあり方の検討や支援費制度の施行状況も踏まえた検

討が必要である。

④非行児、不登校児等への対応

児童相談所においては、要保護性の高い非行児や複雑な背景事情等を抱えてい

る不登校児への対応力の強化を図るとともに、教育関係機関やスク－ルカウンセ

ラ－、フリ－スク－ル、少年補導等との連携を強化することが必要である。

その際、これらの問題の背景にある家庭、親への支援や指導などの対応を強化

していくことが求められる。

⑤児童福祉施設や里親との連携、協働

児童相談所が子どもの児童福祉施設への入所や里親への委託措置を実施する場

合、当該措置の実施に関する子どもの状況の十分な実態把握・評価（アセスメン

ト）の取り組みを強化するとともに、施設や里親との連携強化が必要である。

また、児童相談所による施設入所措置や里親委託後の子どもに対するフォロ－

が十分になされていない現状を踏まえ、例えば、児童相談所と施設、里親との定

期的なケ－ス検討会議を実施し、子どもの自立支援計画を定期的に見直すなど実

効性ある「協働」の取り組みを進めていくことが必要である。
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⑥児童相談所職員の配置の充実、専門性の確保・向上

児童相談所の職員の充実については、市町村その他の機関との役割分担による

役割の重点化を前提としつつ、今後、児童相談所が市町村に対する専門技術的な

支援や調整といった役割を担うことが期待されることなども踏まえ、引き続き、

児童福祉司や心理判定員など必要な職員体制の確保に努めることが必要である。

、 、 、また 職員の専門性の確保・向上については それぞれの地方自治体において

人材登用に関する様々な工夫を凝らすとともに、例えば、自治体間での人事交流

の仕組みの検討、一定の勤続年数を確保することなどについての配慮などが求め

られる。また、実践的な研修を充実させるとともに、ス－パ－バイザ－（専門的

助言者）体制の充実を図ることが必要である。

⑦児童福祉司の必置規制、任用資格のあり方

地方分権推進改革会議において検討が求められている「児童福祉司の必置規制

の緩和」については、職員の登用に関する地方自治体の裁量を拡大するというメ

リットはあるものの、児童相談所が、権限発動など今後より一層求められる役割

を的確に果たすためには、高度の専門性を確保することが必要であることから、

慎重な検討が必要である。

このように、児童福祉司の必要性を再確認し、今後さらにより一層求められる

べき幅広い専門性を充実・強化する観点から、子どもや家庭に関わる相談やケア

などについて様々な実務経験やノウハウを有する人材を活用することも有用であ

ると考えられる。このため、必要な専門性を確保することを前提に、児童福祉司

の任用資格を見直し、例えば、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員、

教員等幅広い人材が登用できるようにするような検討が求められる。

この場合、単に有資格であることのみをもって資格要件とするのではなく、児

童福祉に関する業務（子育て相談、施設での子どもの生活指導等）に一定期間従

事した経験を有しているなどの実務経験や一定の研修の受講を要することとする

ことが適当であると考えられる。

⑧心理判定員の業務および名称の見直し

児童相談所の心理判定員の業務については、従来、障害等の判定業務が中心と

なっていたが、児童相談所において、虐待を受けた子どもや虐待を行った親に対

する心理療法の実施等の機能を強化することが求められる。

また、行政機関における心理専門職として、児童福祉施設その他の民間機関に

おける心理療法等の取り組みに対する専門的な助言などの支援を行う役割を強化

することや相互連携の強化、大学との連携強化なども求められる。
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心理判定員の名称についても、業務の実態ニ－ズを踏まえ、児童相談所運営指

針における名称を、心理判定員の業務の実態を踏まえたより的確なものとする方

向で見直しを検討することが適当である。

⑨一時保護所のあり方、混合処遇緩和のためのシェルタ－機能の分散

児童相談所の一時保護所は、シェルタ－機能、行動観察機能、治療的機能など

様々な機能を果たすことが求められ、これらの機能が混在していると同時に、様

々な異なる背景を有する子どもが同一の空間において処遇されているなど多くの

問題点を抱えている。こうした中で、児童相談所に付置することが原則とされて

いる一時保護所（機能）そのもののあり方について、他の児童福祉施設等との機

、 、 、能分担を含め 検討することが必要であり 児童福祉施設の一時保護機能の強化

里親や医療機関などへの一時保護委託の積極活用などの具体的な取り組みを強化

していくことが必要である。

また、当面、混合処遇を緩和するための緊急対応措置として、一時保護所にお

いて分離処遇を可能にする設備の改善や居住環境の向上等を図ることが求められ

る。長期化する一時保護中の子どもの教育の保障のあり方についても検討するこ

とが必要である。

さらに、例えば、当面、特に処遇上の課題の多いとされる、虐待を受けた児童

と非行児との混合処遇の緩和の観点から、地域の実情に応じ、児童自立支援施設

の一部を活用することについて、施設入所措置児との処遇の混乱を避けるなどの

適切な配慮措置が講じられていることを前提にその促進策を検討したり、ケアの

連続性を確保する観点から、あらかじめ施設措置が見込まれるケ－スや施設入所

措置を家庭裁判所に申し立てる児童福祉法第２８条ケ－スについては、積極的に

児童福祉施設への一時保護委託を行うなど、地域の実情に応じた地方自治体の主

体的判断により、柔軟に一時保護制度を運用できる仕組みを検討することも必要

である。ただし、こうした運用は、もとより、児童相談所が子どもの処遇に関す

る十分な実態把握・評価（アセスメント）を実施することを前提に進めることが

必要である。

⑩その他関係機関の役割、あり方

福祉事務所（家庭児童相談室 、地域子育て支援センタ－、児童家庭支援セン）

タ－、市町村保健センタ－など児童相談に関わる機関は様々あり、地域の状況に

より格差もあることから、そのあり方について一律に考えることは必ずしも適当

ではない。

また、前述の市町村における相談機能の強化に際しても、上記の諸機関をはじ

めどのような機関をその中核として実施していくかについては、地域の実情に応

じ、柔軟に対応されることが適当である。この場合、社会福祉法人やＮＰＯ等の
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民間機関による相談援助活動の育成や委託を含めたこれらの機関の活用などにつ

いても、プライバシ－の保護に留意しつつ、積極的に検討を進めることが期待さ

れる。

こうした点を前提とした上で、例えば、児童相談所からのケ－ス送致に対応で

きる児童相談所のブランチ（支所）機能を強化する観点から、地域の実情に照ら

し、必要に応じて、郡部福祉事務所の機能強化、児童家庭支援センタ－の設置促

進や機能強化を図ることなどについても検討がなされることが必要である。

また、国においては、地域の実情に応じた市町村における様々な効果的な取り

組み事例を収集し、情報提供を行うような取り組みも求められる。

主任児童委員については、区域を担当する児童委員の業務の支援や関係機関と

の連絡調整が主たる役割とされている。しかし、個別のケ－スの状況に応じ、児

童虐待防止などに関する直接的な活動を行うことも可能であり、そうした点の周

知も含め、積極的な活用を図るともに、児童委員に対する研修の強化を図ること

が必要である。

４ 今後の要保護児童および要支援家庭に対する社会的養護のあり方に

ついて

（１）基本的考え方

社会的養護については、子どもの権利擁護を基本とし、今後とも国、地方公共団

体、保護者、関係団体などの関係する主体が、それぞれの責任を適切に果たしてい

くことが必要である。

今日の社会的養護の役割は、子どもの健やかな成長・発達を目指し、子どもの安

全・安心な生活を確保するにとどまらず、里親への委託や施設への入所などを通じ

て、心の傷を抱えた子どもなどに必要な心身のケアや治療を行い、その子どもの社

会的自立までを支援することにある。

もとより子どもの健全育成、自立を促していくためには、里親や施設のみならず

家族や地域の果たす役割も重要である。家族や地域が有していた養育力が低下して

いる現状にあっては、家族の再統合や家族や地域の養育機能の再生・強化といった

親も含めた家族や地域に対する支援も、社会的養護本来の役割として取り組むこと

が必要である。

こうした認識の下、社会的養護については、現在の仕組みの下で何ができるかと

いうことではなく、制度や意識を転換し、ケア形態の小規模化、親や年長児童に対

する支援、更にはケアに関する児童福祉施設の創意工夫を促す仕組みの導入など、

、 。子どもの視点に立って 子どもや家族の多様な要請に応えていくことが必要である

なお、そのためには、家庭的養護と施設養護の協働や、一人ひとりの子どもの状

況に応じた最適な支援を行うための子どもや家族の十分な実態把握・評価（アセス
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メント）を実施できるよう、児童相談所、福祉事務所などの地域の関係機関や児童

福祉施設の体制の強化を図っていくことも必要である。

同時に、これまでの社会的養護は、保護を要する児童を対象とするものとして、

いわゆる子育て支援とは別個のものとして進められてきたが、今後は、両者を連続

的なものとして捉え、一体的な施策の推進を図ることにより、より効果的な子ども

の健全育成や児童虐待の防止等につなげていくことが必要である。

（２）家庭的養護、施設養護、年長の子どもや青年に対する自立支援などの

あり方についての方向性

①家庭的養護（里親・里親によるグル－プホ－ム等）のあり方

家庭での養育が十分に期待できない子どもの養育を希望する者（里親）が、自

らの家庭においてこうした子どもの養育を行う里親制度については、その利用実

績が長期的には低下傾向にあり、その理由として「里親制度が知られていない」

「子どもの実親が里親委託を望まない」等の指摘がなされている。しかし、家庭

での生活を通して愛着形成を図ることのできる意義深い制度であり、子どもの立

場に立てば、より積極的に里親制度の普及を図り、活用していけるよう、この制

度の一層の啓発に努めることが必要である。

また、里親制度については、乳幼児期から自立期に至るまで里親を活用できる

よう、里親によるグル－プホ－ムといった工夫を図るとともに、より良い養育の

実現に向けて、里親の心身両面での負担軽減に向けた支援の強化や里親に対する

研修体制の充実を図ることにより、多くの者が参加しやすい仕組みとしていくべ

きである。

さらに、親権の一部代行など里親の責任等を明確化することにより、その専門

性や役割を明確にすることも重要である。

②施設養護のあり方（施設サ－ビス体系のあり方等）

児童福祉施設における養護の中長期的なあり方としては、まず４（１）の基本

的考え方を踏まえ、子どもの視点に立って、大規模な集団生活ではなく、より家

庭的な生活の中での個別的なケアの提供を基本とした上で、各施設の本体施設を

治療機能等を有する基幹施設と位置付け、高度な支援が必要な子どもへの対応が

可能な専門職員を配置する方向を目指すべきである。

児童福祉施設については、こうした将来的な方向を見据え、子どもの自立を視

野に入れて生活面、治療面で個々の子どもの要請に応えられるよう、各施設が有

する特性を活かした相互支援や、里親や児童相談所などの関係者との幅広い連携

を図りつつ、ケア形態の小規模化を進めていくことが必要である。同時に、入所

している子どもの処遇に支障を来すことのないよう配慮しながら、専門的支援機

能や在宅支援機能、一時保護機能など地域の拠点としての諸機能を充実・強化し
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ていくべきである。

また、子どもを中心に据えるという視点に立って、乳児院及び児童養護施設で

受け入れる子どもの年齢要件の見直しなど、可能な限り子どもに対するケアの連

続性や親子関係を保持することに配慮する必要がある。

さらに、虐待を受けた子どもをはじめとする様々な支援を必要とする子どもの

状況や意向を踏まえて、適切なケアが提供されるよう的確な支援計画の作成に配

意すべきである。

なお、これら一連の取り組みに必要な職員の確保についても十分検討すべきで

ある。

施設に対する措置費の支弁についても、一人ひとりの子どもが必要とするケア

の内容は異なっていることからすれば、こうしたケアの内容に関わらず全ての施

設に一律に支払う方法から、個々の施設における子どもの状況、子どものケアに

関する施設の創意工夫や努力といった取り組みを反映したものに見直すべきであ

る。

③家族関係調整及び地域支援

子どもの自立を促していくためには、子どもを取り巻く家族や地域の果たす役

割も重要である。

このため、児童福祉施設においては、施設に入所した子どもの家庭復帰や家族

再統合に向けて、子どもへの支援のみならず、児童相談所等の幅広い関係者と連

携しつつ、家族への支援や親権者との関係調整を適切に実施していくことが必要

である。

また、施設を退所し、地域で生活する子どもについても職員が訪問し、あるい

は施設に招き、必要に応じ相談・助言等を行うといったアフタ－ケア（施設退所

後のケア）を充実させていくことが、今日の施設の役割として重要である。

さらに、児童福祉施設は、養育に関する専門知識、経験を生かし、地域の子ど

もやその家族（里親を含む）に対して、必要な支援を行う役割を担っていくこと

も期待される。

こうした様々な役割を児童福祉施設が地域の福祉拠点として的確に果たしてい

けるよう専門的支援機能や在宅支援機能、一時保護機能など諸機能の充実・強化

を図っていくべきである。

④年長の子どもや青年に対する自立支援

近年、社会的養護を必要とする子どもの中には、虐待を受けるなど、よりきめ

細かな手厚い支援を必要とする子どもが増加しており、こうした子どもをはじめ

として里親委託を終了した子どもや児童福祉施設を退所した子どもが、ただちに

社会的に自立することは容易ではない。こうした子どもの自立を促していくため
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には、生活拠点の確保と就労支援が重要であり、施設退所後等の当分の間や求職

期間中の生活を支えることが可能な実効ある制度的対応を検討すべきである。

こうした施設退所後等の子どもに対し、生活の場を提供し、その相談に応じる

児童自立生活援助事業（自立援助ホ－ム）が果たす役割は重要であり、その設置

促進や機能の強化を図るべきである。

また、里親、児童福祉施設や自立援助ホ－ムについては、18歳、20歳といっ

た年齢に達した子どもについては一律に支援を打ち切ることが原則となっている

が、こうした施設等の対象年齢から外れた者であっても必要に応じて支援を継続

していくべきである。

⑤社会的養護の質の向上

社会的養護については、虐待の防止の徹底など、子どもの権利擁護のための取

組みを強化していくことが必要である。

社会的養護の質の向上を図るためには、児童相談所、福祉事務所や児童福祉施

設において、一人ひとりの子どもの状況に応じた最適な支援を行うための子ども

や家族の十分な実態把握・評価（アセスメント 、自立支援計画の策定等を推進）

していくとともに、自己評価に加え第三者による評価の実施を促進していくこと

が必要である。

また、社会的養護関係者の必要な専門性を確保するため、その養成・研修のあり

方についても、実践現場の要請を踏まえてその充実を図るべきであり、必要とされ

る研修を実際に受講できる仕組みを作ることが重要である。

こうした種々の取組みによるサ－ビスの質の向上が正当に評価され、サ－ビス

の改善に向けた動機付けが生じる仕組みとしていくことが必要である。

⑥学校教育など関連分野との連携

里親や児童福祉施設といった社会的養護の枠内の取組みだけではなく、学校教

育など関連分野の関係者の社会的養護に対する深い理解やそれに基づく適切な対

応が、こうした保護を要する子どもの減少につながるとの視点が重要である。

特に子どもに密接な関わりを有する学校教育との連携については、児童福祉施

設における学校教育の保障、虐待を受けた子どもの特性に関する学校関係者の理

解の促進といった、社会的養護関係者と学校関係者の双方向の連携・協働を推進

していくことが重要である。

これからの目指すべき社会的養護の仕組みの姿としては、以上に整理した方向性

を重ね合わせれば、おおむね別添案のような見取り図が考えられる。
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５ 今後に向けて

以上、これまで、主として「児童虐待への対応など要保護児童および要支援家庭

に対する支援のあり方」について、当面早急に対応すべき課題を中心にその方向性

を提言した。

これらの提言の実現に向け 「虐待防止委員会」および「社会的養護委員会」報、

告書に盛り込んだ「具体的な取り組みに関する意見・提案 「当面の具体的な取り」

組みに関する委員会としての意見」なども十分に踏まえ、児童福祉法などの関連す

、 、 。る法律の改正を含め まずは これらの課題に着実に取り組まれることを期待する

また、こうした取り組みを第一歩として、その実施の状況も踏まえつつ、適時適

切な制度のあり方の検討が継続的に行われ、必要な措置が講じられていくことが求

められる。

そしてさらに、今後、地域の子育て支援サ－ビス、保育サ－ビスと社会的養護シ

ステムを含めた子どもと家庭に関するサ－ビス全体を通したサ－ビス提供主体のあ

り方や措置制度のあり方など幅広い観点からの議論が行われることを期待する。

（以上）



これからの社会的養護のあり方（案）
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ア
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）

一
時
保
護

（相　　談）

（支　　援）

各児童福祉施設（センター構想）

地域支援機能
一時保護機能
専門的支援機能

実態把握・評価機能等

本体施設

小規模
ホーム

高度な支援が
必要な子ども

専門職員の拠点
である本体施設
で対応

里　　親

　　　多機能化（グループホーム等）　支援強化
専門職化　　　　　　　　　　　　　　　　　

在宅支援（措置児童の保護者を含む） ・子育て支援

相談・助言、短期預かり（ショートスティ）など

（市町村ネットワークによる見守り支援）

自
立
援
助
ホ
ー
ム

自　
　
　

立　

・　

家
庭
復
帰

連
携

支
援

支
援

（
専
門
的
支
援
）

小舎制
ホーム
（ユニット）

＝　各児童福祉施設を基幹施設（センター）とする　＝

は、保健・医療・教育機関などの支援・連携

小規模
ホーム

小規模
ホーム

小規模
ホーム 小規模

ホーム

※　治療を中心とした施設は、専門職員が配置されている本体
　　施設内においてケア形態の小規模化が図られることとなる。



15.6.24　現在

区分 氏　名 役　職

武蔵工業大学環境情報学部教授　

慶應義塾大学名誉教授　　

社会保障審議会児童部会名簿

臨委

本委

臨委

臨委

臨委

臨委

臨委

臨委

臨委

本委

本委

臨委

臨委

明治学院大学社会学部社会福祉学科教授

お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター教授

慶應義塾大学医学部小児科学教室専任講師

無藤　隆

山﨑　高哉

渡辺　久子

松原　康雄

山梨大学大学院医学工学総合研究部教授、医学部看護
学科併任

津崎　哲郎

堀　勝洋

大阪人間科学大学人間科学部教授

上智大学法学部教授

大日向　雅美

柏女　霊峰

恵泉女学園大学人文学部教授

淑徳大学社会学部教授

◎：部会長　　○：部会長代理

◎岩男　壽美子

○阿藤　誠

佛教大学教育学部教育学科教授

国立社会保障・人口問題研究所長

網野　武博

大阪市中央児童相談所長

上智大学文学部教授

遠藤　俊子

服部　祥子


